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仙台市会計管理者通達第１号 

会計管理者事務の専決等に関する規程の一部を改正する通達を次のように定める。 

令和八年三月三十日 

仙台市会計管理者 檜森 亮   

会計管理者事務の専決等に関する規程の一部を改正する通達 

会計管理者事務の専決等に関する規程（平成十九年仙台市会計管理者通達第一号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

（会計課長専決事項） （会計課長専決事項） 

第二条 ［略］ 第二条 ［略］ 

２ 前項の規定は、宮城総合支所税務住民課長及び秋保総合支所

総務課長について準用する。この場合において、同項中「会計

管理者」とあるのは「区会計管理者」と読み替えるものとする。 

［削る］ 

（区会計管理者事務の専決） （区会計管理者事務の専決） 

第三条 区会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表上

欄に定める各課において取り扱う前条第一項第一号から第三

号までに掲げる会計事務をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に

専決させることができる。 

第三条 別表の上欄に掲げる区会計管理者は、その権限に属する

事務のうち、同表の中欄に掲げる各課において取り扱う会計事

務（太白区会計管理者にあっては、前条第一号から第三号まで

に掲げる会計事務に限る。次条第二項において同じ。）をそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる者に専決させることができる。 

（代決） （代決） 

第四条 ［略］ 第四条 ［略］ 

２ 区会計管理者が不在の場合は、区役所の税務会計課税務会計

係長（別表上欄に定める各課において取り扱う会計事務につい

ては、それぞれ同表の下欄に掲げる者）が区会計管理者専決事

項を代決する。 

２ 区会計管理者が不在の場合は、区役所の税務会計課税務会計

係長（別表の中欄に掲げる各課において取り扱う会計事務につ

いては、それぞれ同表の下欄に掲げる者）が区会計管理者専決

事項を代決する。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

別表（第三条、第四条関係） 別表（第三条、第四条関係） 

青葉区役所宮城総合支所に属する

課及び宮城消防署 

青葉区役所宮城総合支所税

務住民課長 

太白区役所秋保総合支所に属する

課 

太白区役所秋保総合支所総

務課長 
 

青葉区会計管理者 青葉区役所宮城総合

支所に属する課及び

宮城消防署 

青葉区役所宮城総合

支所区民部税務住民

課長 

太白区会計管理者 太白区役所秋保総合

支所に属する課 

太白区役所秋保総合

支所総務課長 
 

   附 則 

 この通達は、令和八年四月一日から施行する。 

（会計室会計課） 


